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会社支配論と 企業統治論 

    
  一 戸 

1 . はじめに 

企業統治論なる 言葉を最初に 耳にしたのはい 

つのことであ っただろうか． それほど昔のこと 

ではなかったが ， 妙にひっかかりを 覚えた   

「妙に」といったが ，考えてみれば 当然のこと 

であ った． それまで「会社支配論」 という名で 

議論されていたことだったからであ る．最初の 

うちは，単なる 流行言葉程度の 認識しかなかっ 

た． なにしろ， 会社支配論は 1932 年の バ一 

リ & ミーンズの『近代株式会社と 私有財産』以 

来半世紀の歴史を 持っ学問領域であ り，企業形 

態論や公企業論などの 基礎としても 揺るぎな い 

地位を占めてきたのであ る． そして， 「誰が会 

社を支配しているのかを 問い，経営学の 対象で 

あ り，現代社会を 支える基本的制度たる 大企業 

の 性格・あ り方の根幹を 問題とする会社支配 

論」の重要性に 匹敵するものとは 思えなかった 

のであ る． 

会社支配論の 単なる言い換え ， もしくは 倭 水 

化などと思っていた 企業統治論であ ったが，そ 

の研究や議論は 90 年代に入って ，バブル経済 

崩壊後から急速に 増えてきたのであ った．それ 

だけではなかった．企業統治論という 言葉が数 

多く聞こえる 一方で ， 逆に会社支配論という 言 

葉も 90 年代に入ってからはとんと 聞こえなく 

なり，その研究書も 学会発表も滅多に 見えなく 

なってきたのであ る． 

生口 ゾ Ⅰ 、 

企業統治論の 関心の高まりの 理由としては 次 

のような点があ げられている．経営者が 違法行 

為・不祥事をあ いついで引き 起こしたこと．バ 

ブル経済に躍り ，投機的行為に 走り，そのコン 

トロールがきかなかったこと． 80 年代に アメ 

リヵ における機関株主の 影響力と M&A の攻防 

で見られた株式のあ り方が注目されたこと． 日 

本企業に見られる「特異」と 言われる相互持ち 

合いに代表される 所有構造．社会主義の 崩壊後 

に 先鋭化してきた 資本主義丹資本主義論，国に 

より異なる企業・ 経営のあ り方とパフォーマン 

ス，等々． はじめの 2 つの理由だけなら 企業統 

治論を会社支配論と 並べて考えることはしなか 

ったであ ろう． だが，所有者の 復権 や体制の間 

題 ，そして企業の 性格・あ り方までそこで 問題 

とされるなら 無視することは 到底できない． そ 

れはほかでもな い ，会社支配論の 間 題 であ った 

からだ． 

先に述べたように ，近年は会社支配論の 議論 

を聞かなくなった．その 替わりに企業統治論が 

関心を集めてきた．ただ ，研究者だけでの 関心 

の高まりでなく ， ジャーナリズムでも 大きく取 

り上げられるようになり ， しかも市場原理と 並 

んで株主主権 なるものが主張され ，企業は「株 

主のために株主により 動かされるべきだ」とい 

う類の論説が 罷り通るようになってきている． 

株主主権 二所有者支配なんぞはるか 昔に会社 

支配論が葬り 去ったはずのものが． 今頃 まで 亡 
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霊 のごとの復活しようとしている．会社支配論 

の議論と成果はなんだったのであ ろうか，それ 

なりの役目を 果たし成果をあ げたのではなか 

ったのか，それが 十分であ ったからこそ ，近年 

その議論がなされなくなったのではなかろうか． 
本稿では，その 企業統治論は 何を問題として 

いるのか．会社支配論と 同じか ， 違うか．異な 

るとしたら， どこが異なるのかを 明らかにした 

り・そしてその 上で，会社支配論と 企業統治論 

の 関連性を明らかにし ，会社支配論の 成果に立 

った企業統治論を 考えてみることにしたい． 

2. 企業統治論の 定義 

企業統治論とは 何か ， 何をテーマとしている 

のか．起源を 辿れば 1932 年のバーリ と ミーン 

ズの議論にまでさかのぼることができる 企業統 

治論であ るが，広く関心を 集め，議論が 展開さ 

れてきたのは ， ほんのこの十年のことであ る   

その企業統治論とは 何かについての 検討に当た 

って， まず，主要な 論者の定義をサーベイして 

みることにしよう． ( ここでは日本の 研究者に 

限定しておく．大体，欧米の 議論をもとにその 

議論が展開されていることがほとんどであ るこ 

ともその大きな 理由であ る． ) 

伊丹敬之 氏は 「一言で言えば ， トップマネー 

、 ジメントのチェックと 任免のことです．」 (1) と 

言う．それとほほ 同様の見解を 示しているのが ， 

斉藤惇氏であ り，次のように 言っている・ 「そ 

の核心は『会社は 誰のものであ るか コ という問 

題提起であ る． これを踏まえた 具体的な議論と 

して『どのようなコーポレート・ガバナンスの 

形態が経営者の 独走を防止できるか』 という問 

いがあ る．」だが，続けて 以下のことを 付け加 

えている． 「換言すれば『ステークホルダー 

( たとえば，債権 者，株主，経営陣，従業員， 

コミュニティ ) 間の利益を調和させる 理想的な 

、 ンステムがあ るか』 という 問い であ る．」 (2 腐 
泥 研宗 氏の考えもほぼ 同様と言えるだろう   

「コーポレ イト ・ガバナンスとは ，企業をめぐ 

る利害関係者の 利害を調整し 企業が効率的な 

経営を行なう よう に，経営者を 規律づけ， コン 

トロールすることを 意味する・」 (3) 

古森貧民による 整理がわかりやすい．古森氏 

は企業統治問題をふた っ の要素にわける． まず， 

会社は い かなる利害関係者の 利益のために 経営 

されるべきかの「企業概俳」・そしてこの 利害 

関係者の利益実現のために 最高経営責任者が 経 

営戦略を策定，実施しているかを 監視しその 

過程に助言を 与え，その結果を 評価し，必要に 

応じて最高責任者の 処遇および地位を 変更 ( 更 

迭，解任 ) するための手続きと 最高経営組織， 

すなわち「経営者監視機構」のことであ る． (4) 

ステーク・ホルダ 一の利益ためにどのように 経 

営者をチェック し 任免するかが 企業統治論あ る 

というのであ る． この考え方を よ り詳細にした 

ものが，高橋自明氏の 議論であ る．「大方の 定 

義には， つ ぎの三つの内容が 含まれている． 第 

1 は，株主が取締役会や 経営者 ( 社長 ) の行動 

に 影響を与え，チェックする 機構がどのように 

なっているのか．第 2 は，取締役 ( 金 ) が経営 

者の行動を監督しチェックする 機構がどうなっ 

ているのか．第 3 は，経営者の 行動いかんによ 

って影響を受ける 企業の利害関係者 (s 依 eholdm) 

の 正常な利害を 保護する機構がどのようになっ 

ているのか，の 三つの要件であ る．」 (5 にの見 

方が最も一般的と 言えるであ ろう．そして ，そ 

の「誰のために」という 所で見解を分かれてい 

る ・ 

佐久間信夫 氏は 「広義には，株主，債権 者， 

従業員，消費者，供給業者，競争企業，政府， 

地域社会，一般大出などの 利害者集団と 株式会 

社との関係を 意味する． また狭義には 株主と経 

営 者の ， 主として会社機関を 媒介とした関係を 

意味する．」 (6) 

田中信 私 氏は狭義のコーポレート・ガバナン 

スとしては「株主支配のあ るべ さ 姿が仮定され ， 

なによりもまず 株主によるガバナンスの 設計に 

関する議論」，広義として「社会的制度として 

の現代企業の 意義を踏まえて ，株主以外の 様々 

なステークホルダーとの 関係を取り扱う」 (7) 
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丹沢安治民 は ，狭義のコーポレート・ガバナ 

ンスとしては「 ( 一般的には， ) 株主と経営者た 

ちとの間の支配とコントロールをめぐる 問題と 

して扱われている」，広義として「 ( しがし本来， ) 

理論的には企業の 統治構造は，企業を 形成する 

さまざまなステークホルダ 一の間の関係と 定義 

される，」。 8) 

山 見世信之氏は ，「狭義には『株主・ 経営者 

関係と会社機関構造』… 略 … ，広義に・は『企業 

と 利害関係者との 関係』 とする．」。 9, 

以上の各論者は ，狭義として「株主の 利益の 

ために」， そして広義として「ステーク・ホル 

タ 。 - ( 利害関係者 ) のため」としている．それ 

に 対して，佐藤正典 比 は「会社は誰のものか ， 

という観点から 株主および会社の 利害関係者で 

あ る経営者，債権 者，徒業 員等の バランスをど 

のように調整し 確保して い く か 」の問題だと ， 

「広義」の意見だけを 採用している・Ⅶ 

以上見てきたように ，企業統治論とは ，「株 

主， もしくは利害関係者の 利害， という観点か 

ら経営者， もしくは経営のあ り方のチェック & 

コントロール」という 所が多くの論者の - 致し 

た 考え方だとみて よ いであ ろう・ それは， 80 

年代のアメリカにおける 株主の復権 ，そしてま 

た日米欧を問わず 頻出した経営者の 不祥事など 

が企業統治論が 注目されてきた 背景にあ ること 

からして当然と 言えよう． だが， このような 一 - 

般 的見方とは少々異なる 意見も存在する ， 

寺本義也 比 は「『企業 ( 特に，大規模な 公開 

会社 ) を効率よく経営するためには ，① い かな 

る経営意思決定システムを 構築すべきか ，② そ 

の 意思決定をいかに 牽制すべきか ， ぽ ステーク 

ホルダーと総称される 多様な利害関係者 ( 株主， 

経営者，従業員，債権 者，関連企業，取引先・ 
顧客，地域社会等 ) 相互間で， どのような権 限 

と責任を分担し どのように経営成果を 配分す 

べきか』に関わる 問題として捉えられねばなら 

ない． - 昭…『企業は 誰のために，何をどのよ 

うになすべきか』という ， より広 い 文脈の中で 

の必要な機能を 取り扱うとこになる・ - 昭…・ 

白さ 争 能 力と 競争力を体現した『健全で 強い企業』 

をつくるための 制度的な枠組みであ る．」Ⅱに 

のように，前述した 考え方をも一部に 含みつつ 

も，株主・利害関係者のための 経営者のチェッ 

ク & コントロール ， というよりも 企業の効率 

， 性 ・機能性の問題としてとらえているのであ る． 

また，江頭憲治郎氏は「コーポレート・ガバナ 

ンスには， 「企業統治」，「会社運営」等， さま 

ざまな訳語があ てられているが ， ことがらの 実 

質は ，資本主義 ( 株式会社 ) 制度上における 大 

企業の運営のあ り方を，根本的な 視点から一法 

の分野でいえば 憲法論のような 視点から 一 論ず 

る議論の総称と 考えられる．」 (12, ととらえ， 企 

業 のあ り方・経営の 根幹を問う問題だとしてい 

る・ 

3. 企業統治論と 会社支配論との 関係 

前説で整理したことを 簡単に図示すると 次の 

よ うになろう． 

「企業統治論」のテーマ 

( 狭 義 ) 株主のための 経営者のチェック & 

コントロール 

( 広 義 ) 利害関係者のための 経営者のチェ 

ック & コントロール 

( 最 広義 ) 現代社会における 企業のあ り方・ 

経営のあ り方 

以上見てきてわかるように ， また何人かの 研 

究者も指摘しているように ，企業統治論はバー 

リ & ミーンズが提起した 大企業の所有と 支配 

( 会社支配論 ) 二 「会社は誰のものか ，株主の 

ものか，会社は 誰が支配しているのか」が 初め 

て明らかにした「現代大企業は 株主ではなく   

経営者が支配している・ 現代大企業は 株主だけ 

の利益のものではなく ，広く企業の 利害関係者 

全員の利害を 守るものとなっている」という 

「事実」があ ってのことであ る・そして，企業 

統治論で問題にされていることの 根幹は，会社 
支配論ですでに 問題とされてさたことでもあ っ 

た ．本説では各論者たちが 会社支配論と 企業 統 
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治 論との関係をどのようにとらえているかを 見 

て い くことにしたい． 

長年にわたり 会社支配論を 研究され，殊に 欧 

米の会社支配論に 造詣が深 い 正木久司氏は 次の 

ように言われる ，「株式会社の 支配主体の交替 

から会社支配論が 生まれ， それが単に誰が 会社 

支配しているかの 問題から，誰が 会社を統治し ， 

誰のために統治されるか ，会社は果たして 誰の 

ものかと問題領域を 拡げて… 略 …会社統治論は ， 

すぐれて経営者権 力の正当性をめぐる 議論であ 

る」 (13@ 木教授は， 「会社を誰が 支配している 

か」という会社支配論は ，経営者支配という 解 

答を出した所で 一段落っ い た． だが，その後の 

経営者の専横により 株主集団から ，あ らためて 

「会社は誰のものか ，誰のために 支配されるか」 

と， さらに大きく 問 い 直されたのであ る， とと 

らえておられる． 

寺本義也 氏 たちも同じく ， 「経営者と株主の 

関係に着目する 企業支配論は ， コーポレートガ 

バナンス論の『株主は ，企業の経済的パフォー 

マンスとの関係において ，経営者の行動をいか 

にモニタリンバ し ， コントロールする 刑 とい 

う中心的課題について 解明する重要な 手かがか 

りを提供した． そしてコーポレートガバナンス 

論は『いかなるメカニズムによって ，経営者に 

業務責任を負わせ ，所有と支配の 橋渡しをでき 

るか』 という形で議論するようになった．」と   

会社支配論を 企業統治論の 前段階と位置付けは 

されているが ，「しかし企業を 株主の単なる 

所有物としてだけでなく ，社会に開かれた 存在 

であ ると考えるならば ， コーポレートガバナン 

ス論は ， 単に『誰が企業を 支配しているか』と 

いう だけではなく ，多様なステークホルダー 

( 利害関係者 ) の声を反映して『企業は 誰のた 

めに，何をすべきか』の 問題にまで踏み 込んだ 

議論を展開すべきであ ろう． ここにコーポレー 

トガバナンスの 問題を単に株主 - . 経営者間の コ 

ンフリ クト にだけ着目して 考察する企業支配論 

的アプローチの 限界があ る．」㎝ 

このように正木教授も 寺本教授も，会社支配 

論は 「誰が会社を 支配しているか」を 問 うて ， 

「経営者支配」という 答えを出したのに 対して， 

企業統治論は ，「会社は誰のもの ，誰のために 

あ るのか」という 問題を株主だけでなく ，広く 

利害関係者までを 視野に入れている ， というよ 

うに理解されていると 見ることができょう． 

以上のような 把握とともに ，正木 教 枝は企業 

統治論の中心的課題として「正当性 (legitimacy) 

組織の活動と 社会の期待との 一致があ るときに 

浸透する条件 ) 」の問題があ ると指摘され ， 

A.B.Carrol1 の文を引用される． 「…会社統治の 

問題は，正当性への 問い掛けの直接的な 産物で 

あ る． " 」そして， この ( 経営者権 力の ) 正当 

性については ，バーリがすでに 大きなそして 重 

要 な問題として 捉えていたことを 指摘され，会 
社支配論と企業統治論とに 連続性を見ておられ 

る． 下 

また，企業統治論に 関して詳細な 研究をされ 

ている山見世信之氏も ，企業統治論を 会社支配 

論と分ける点として 正当性を問題としているか 

否かに求められている．そして ，両者の相違点 

としてそれに 加えて，企業統治論は 実態と制度 

の乖離 ( 法制度的には 株主主権 であ りながら 経 

営者 支配であ ること， など ) を縮小するための 

議論を行なっている 点，現実の株主・ 経営者関 

係や会社機関構造に 変革をもたらすものになっ 

ている点をあ げられている． (1 の 

以上の各論者の 見解はほぼ共通している 26 

に思われる．会社支配論は「誰が 会社を支配し 

ているか，所有者か 経営者か」を 問題とし，そ 

れに答えた．企業統治論はそこからより 問題を 

発展させ， 「経営者は会社を 誰のため経営すべ 

きか」を問題とし ，そして「そのために 経営者 

をして適切に 経営させるにはどうしたらよい 

か」を探るものであ るとされているのであ る． 

( 捕 ) 

会社支配論と 企業統治論の 内容の差異を 直接 

論じて、 、 るものではないが ，両者で用いられて 

いる「支配」概俳の 違いについて 論じているも 
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のがあ る． 

仲田正様 氏は， 「バーリ と ミーンズが示した 

「支配』概俳 と 異なり，ハーマン (Herman, 

1981) に代表されるマネジリアリストたちは 取 

締役会 ( 経営者 ) が戦略的意思決定を 行い ，そ 

れらを業務担当取締役 (exectivedirectors) が 

執行している 状況を指して ， 『経営者支配 

(managementcontrol) 』と呼んでおり ，・‥ 略 …， 

株式所有者の 議決権 ( 力 ) の配分構造に 基づい 

て 構成された『支配』概俳とマネジリアリスト 

たちによって 使われる『支配 ] 概念の間で混乱 
が生じる… 略 …マネジリアリストたちが『経営 

者支配 (management conlroI) 』の概俳に込めて 

いる取締役会と 業務担当取締役の 権 能行使， こ 

こでは会社統治， または戦略的管理という 用語 

で表すことにしたひ．」Ⅲ 

この問題について ， 簡単に触れておきた い ． 

「支配」なる 語は会社支配論において 基本的 概 

余 であ りながら，その 定義・内容について 問題 

にしているものはわずかしか 見ることができな 

い． ほとんどがただ ， バーリ & ミーンズが用 

いた「経営者の 任免 ( 力 ・ 権 ) 」を踏襲してい 

るかに見える． 

筆者はこの概念について 次のように考えてい 

る． 「支配」なる 語が使われるようになったの 

は， いわゆる「所有と 支配の分離」が 起こった 

からであ る．それ以前の 段階であ る所有者支配 

においては所有者が 支配者であ り， 「所有」概 

念が意味する「財産の 使用，収益，処分」こそ 

が「支配」の 内容にほかならなかったのであ る   

だが，所有と 経営の分離，所有者が 自ら経営に 

あ たらず，専門経営者を 雇 6 段階となったとき   

「支配」の内容はその 経営者の任免 ( 力 ・ 権 ) 

としてとらえられるようになったのであ る． だ 

が，経営者支配となった 段階においては ，経営 

者という新しい 支配者に企業という 私有財産を 

自由にする権 利はないこと ， また大企業が 社会 

的 制度で going-concern となったときには ，「支 

配」は「経営」そのもの ，すなわちⅡ財産の 使 

用」だけがその 内容となったのであ る． この 

「財産の使用」は 別の表現をもちいれば「経営 

戦略の策定」となるであ ろう．以上のように 

「支配」は企業の 性格の変容，支配者の 変容に 

あ れせて，それぞれにふさわし い 内容を持っの 

であ る． 

「支配」の定義の 3 類型 

①財産の使用・ 収益・処分…所有者支配の 段階 

9 経営者の任免 力 ( 権 )  …所有と経営の 分離 

0 段階 

③経営戦略の 策定       経営者支配 
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4. 企業権 力論と株式会社革命論 

～バーリ & ミーンズの提起した 問題～ 

前説において ，会社支配論と 企業統治論との 

関連性と差異性について ，各論者かどうとらえ 

ているかを検討した．すなわち 会社支配論は 

「支配者はだれか」に 問題が限定していたたの 

に対して，企業統治論はるかに 問題が広くなっ 

ているという 理解であ った．果たして ， このよ 

うな理解で十分であ ろうか． 

会社支配論はたしかに ， 「現代大企業を 支配 

しているのはだれか」 というバーリ & ミーン 

ズ 0 間とその答え「経営者が 支配者であ る」か 

らスタートし それを巡って 数多くの調査研究 

と様々な議論が 展開され，論争が 繰り広げられ 

てさ た ・ そして， 「経営者支配」に 対する反論 

( それは主としてマルクス 系の研究者からであ 

っ たが ) がほぼ聞かれなくなったとき ，会社支 

配論もまた終わったように 見える．すなわち ， 

前述した各論者のいうように 経営者支配という 

置土産だけを 残して企業統治論にその 道を譲っ 

たように見える・だが ，経営者支配だけが 会社 

支配論の成果なのであ ろうか．バーリたちが 半 

世紀以上にわたって 問題にし，明らかにしたこ 

とは， たったそれだけなのであ ろうか． 
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まず，会社支配論が 何を問題にしたのかふり 

かえってみることにしたい．そして 次に ， 何を 

明らかにしたのか ， どこまで答えてきているの 

かを検討することにしよう．そして 何を問題と 

して残したのか ， なぜ会社支配論の 議論が 80 

年代に入って 下火となり，なぜ 企業統治論にそ 

の後を譲ったのかを 順に見ていこう． 

(1 厘大企業に集中する 経済権 力 

会社支配論の 問題は何か． と ，あ らためて問 

い直しても，研究者によってそれぞれの 関心事 

は決して同じではあ るまい． この会社支配論な 

るものを最初に 打ち立て，その 後の論議を導き 

だしたバーリ と ミーンズが何を 問題としたのか ， 

を検討してみることに よ りその「解答」を 求め 

ることにしょう． 

バーリ と ミーンズは， なぜ「大企業の 支配者 

はだれか」という 問い る 立てたのであ ろうか． 

かれらはその 著『近代株式会社と 私有財産』の 

第 1 篇「経済力の 集中」でつぎのように 指摘す 

る． 1929 年の巨大非金融会社 200 社は，全株式 

会社において 数としてはわずか 0.07% にしか 

当たらないが ， その 富 welth の占める割合は 

49.25% と約半分にも 達し， さらにその国富に 

占める割合は 22.0%, 全事業用 富に 占める割 

合は 38.0% となっていることを 明らかにする． 

この巨大株式会社に 集中する 富 ・経済力の驚く 

べき大きさを 指摘し，その 経済的権 力が誰の手 

にあ るのかを問題とするのであ る．すなわち ， 

かれらが「誰が 大企業の支配者か」を 問題とし 

たのは，現代大企業の 持っ経済的 パヮ 一の大き 

さにこそ，その 理由があ ったのであ る． これだ 

けの集中した 巨大な経済権 力を誰が握り ， また 

誰のために使うのか ， こそが「株式会社は 誰が 

支配しているのか」の 問いを生んだのであ る． 

この一部の巨大株式会社に 経済的パワー ( 富 ) 

が集中しているのは ，決して今から 半世紀以上 

も昔の ァメリヵ だけのことではない．わが 国に 

おいても，社数ではわずか 0 ． 01% 程度しかな 

い 上位 200 社が 100 兆円を超える 資産額を有し 

その全企業に 占める割合は 20% を上回る．㈹ 

また，そこに 雇用されている 従業員の数も 1 社 

で数万人をこす 企業は決して 珍しくなく，売上 

高も 1 兆円を超している． 資本金額 10 億円超 

の 企業に対象を 拡げると，社数は 0 ． ¥% 程度に 

過ぎなくとも ，売上高で全企業の 三分の一頭， 

従業員数で六分の 一弱を占めるのであ る．㎝ 

この巨大にして 集中化した経済権 力が，株 

主・所有者が 支配するものであ る株式会社と ぃ 

う 制度において ，経営者という「法制度上にお 
いては非正当な 支配者」に取って 代られている 

ことこそが問題とされたのであ る．確かに，経 

営者支配ということ 自体が「非正当な 支配」で 

あ り，問題とされねばなるま い ．だが，だれが 

支配者なのかという 問 いが 生まれたのは ，その 

巨大な経済権 力にあ るのであ った． このバーリ )) ノ 

と ミーンズの議論は ， その結論「経営者支配」 

こそ取り上げられ ，論議され，常識とまでなっ 

た ． だが，彼らの 問題の背後にあ った関心「集 

中化した巨大企業権 力」については ，あ まりに 

も意識されることがなかったことを 指摘してお 

かねばなるま い ． 

(m 雁首 者 支配化の要因 

バーリ & ミーンズの議論に 対して，何が 問 

題にされたかと 言えば，すでに 見てきた よう に 

「大企業の支配者は 経営者」であ った． 

簡単に確認する．規模の 拡大は， より大なる 

資本を必要とする．発行株式数の 増大であ る・ 

その増大に対して ，株主は追い 付けず，株主数 

の増大と共に ，大株主の持ち 株比率の低下が 生 

じ，ついにはどの 大株主もその 持ち株比率では ， 

株主総会において 自己の意見・ 利害を通すこと 

が不可能になるまで 株式が広範に 分散する．所 

有者支配から 経営者支配への 変化であ る．バー 

リ と ミーンズはこれを「経営者革命」と 呼んだ． 

以後， この「経営者革命，経営者支配」を 巡っ 

て ，事実か否かで 数多くの議論がなされてさ た ． 

だが， この経営者革命・ 経営者支配が 成立し 

た要因・理由についても ，バーリ & ミーンズ 



会社支配論と 企業統治論 ( 三戸 浩 ) (193) 35 

以後また異なった 分析もなされている． 

バーリ & ミ一 ンズ は経営者支配化を 会社 規 

模の拡大 = 株式分散を理由とした． しかし，そ 

れ以外にも機関所有化こそが 経営者支配を 生ん 

だのだという 議論㈲ や ， また A.D, チ ャンドラ 

一 J,. による会社規模の 拡大二管理構造の 変容 

+ 経営者能力の 重要性の増大や。 21), J.K. ガルブ 

レイスによるテクノクラート 論による経営者支 

配論があ る・ 02) また， P.F. ドラッカ一の 大企業 

論 ㈱のように，現代大企業はその 大規模化によ 

り社会的制度化したことが 私的所有者二株主に 

よる支配から 経営者支配となった 要因とする分 

析もまた忘れてはなるまい．会社支配論はバー 
リ & ミーンズ以来，所有分析を 中心としてさ 

たことは紛れもない 事実であ り，本稿でも「会 

社支配論」と 呼んでは い るが，かつては「大企 

業の所有と支配」と 呼ばれていたのであ る． だ 

が，経営者支配となった 理由は何も所有状況の 

変化だけに ょ らねばならぬ 理由があ るわけでは 

なかろう．確かに 株主の力の衰退は 所有におけ 

る変化が大きかったとしても ，所有者が自己の 

所有権 を行使することが 当然であ るかどうかは ， 

い かなる社会であ るかに よ ることは当然であ ろ 

う ． また，所有者の 後退とは別に 経営考の台頭 

という事実がなくては 経営者支配という 現象は 

生起しなかったことも ， あ らためて言っておく 

べきであ ろう． 

(m 株式会社革命論 

バーリ & ミーンズたちの 結論は - 経営者支 

配，経営者革命」であ ったことはまちがいない． 

だが， またそれだけではなかった． 

かれらは，経営者支配となっていることを 指 

摘 したあ とに，経営者支配となった 大企業は一 

体 誰 のために動かされるべきかをも 問題とした． 

法制度上では 唯一正当な支配者になる 権 利を有 

しながらも，大企業化により 支配者の座から 滑 

り 落ちた過去の 支配者であ る所有者・株主に 替 

わって，現在の 新しき支配者となった 経営者の 

利益のために 企業があ ってよいのかを 問うて， 

そうあ ることを弁護しうる 根拠はひとっもない 

とする・経営者支配の 成立は，所有者や 経営者 

の個人的利益の 私的手段ではなく ，むしろ社会 

全体のための 諸権 利へと広く道を 拓 い たのであ 

る・ 

所有者支配から 経営者支配という 支配状況の 

変容は，大企業をして 所有者の私的致富手段， 

私的会社 p,ivateco 叩 o,ation から，企業の 利害関 

係者全員のための 草 公的会社 quas;-public 

co 甲 oration へという企業の ，性格の変容を 同時に 

意味することを 指摘，主張したのであ る． これ 

が彼らの言う ， 「株式会社革命論」であ る． こ 

の指摘はそれと 意識されてはこなかったが ，現 

代大企業は株主 share holder のものではなく   

広く企業の利害関係者 stake holder 全員のもの 

であ る， とする考えの 晴夫であ ることも指摘し 

ておくべきであ ろう． 

(4@ 会主義革命と 株式会社革命 
バーリ & ミ一 ンズ の「経営者支配論，経営 

者革命論」は 大きな反響を 喚んだ． その反響の 

内容はは現在から 見れば不思議にすら 思えるの 

だが，賛成の 声だけでなく 反対の声もまた 実に 

大きかったのであ る．その賛否の 歴史は正木久 

司教授の『株式会社支配論の 展開 ( アメリカ 編 Ⅱ 

(1983) に余すところなく 詳述されている． 

一体誰が「経営者支配 説 」に反対したのか． 

言 う までもな い ，マルクス主義の 研究者からで 

あ った．所有者二資本家が 支配者でない 資本主 

義社会を彼らが 認めることができたであ ろうか． 

資本主義社会において ，企業が所有者二資本家 

の利益追求ではなく ，利害関係者全員のため 

( 少し拡大すれば ，社会全体のため ) に存在す 

るなど認めることは 絶対にできないことであ っ 

ただろう． 

だが，現実はどちらの 理解と一致していたで 

あ ろうか． もしマルクス 主義者たちが 言 うよ 

う に，大企業 ィヒ しても企業が 資本家のものであ 

り続けたなら ，その「矛盾」 ば 20 ， 彼らの予 

言「社会主義革命」が 起こったのではないだ る 
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うか， しかし現実はそのようにはならなかっ 

た． なぜだろうか．大企業が 資本家二所有者の 

私的致富手段でなくなり ，仝業の利害関係者全 

員のものとなった ，つまり「株式会社革命」が 

起こりたからではなかろうか．わが 国における 

戦後の財閥解体に よ るサラリーマン 経営者の台 

頭は，企業をして 所有者のものから 関係者全体 

のものに変えたのであ り，その意味においては 

この「株式会社革命」は 立派な「社会主義革命」 

であ ったと言えるであ ろう．先進国と 呼ばれる 

国々においてマルキシズムは 人々の心を捉えな 

がらも実現化しなかった 大きな理由は ， まさに 

この「株式会社革命」が 資本主義社会の「矛盾 

を克服した」からであ ろう． 

このように理解したとき ，社会主義が 全く色 

槌せ ， その実現に対して 人々が望みもしなくな 

り， また実現が非現実的と 思われるようになっ 

たならば，経営者革命論と 株式会社革命論をそ 

の中心とする 会社支配論の 議論がされなくなっ 

たのも当然ではなかろうか．そして ，わが国近 

年の会社支配論の 中心的テーマが ，経営者の支 

配の源泉であ り，正当性を 問うたものであ った 

こと，そして 日米の経営者支配のあ り方，その 

共通性と差異性を 巡る議論であ った．それは ， 

株式会社革命後の 権 力者のあ り方を論ずる「企 

業統治論」と 同じであ ったことに気付くのであ 

る． 

5. むすび 

～会社支配論の 上に立っ企業統治論の 展開～ 

前節で，会社支配論は 所有だけを見ていたわ 

けでもな い こと，そして 経営者支配・ 経営者 革 

命だけを問題としたわけではなく 株式会社革命 

を問題としていたこと ， など会社支配論の 内容 

と成果をあ らためて確認した． 

その確認に ょ れば，会社支配論の 内容・成果 

がそのまま企業統治論へと 受け継がれているこ 

とがわかる・ 両者の差はただひとつ ，会社支配 

論は「誰が支配者であ り，その支配力 め 源泉お 

よび支配の正当性は 何か」を問うたものであ っ 

たのに対して ，企業統治論は「どのように 企業 

( 経営者権 力 ) を統治するか」であ り，支配の 

あ り方を問題とするものであ る． 山 見世氏の会 

社支配論と企業統治論との 差についての 指摘は 

まさに正鵠を 射ていたと言えよう． 
バーリ と ミーンズが世に 問うた『近代株式会 

社と私有財産』 2 0 実に 66 年の歳月が流れて 

いる・ その間， 会社支配論はバーリ & ミーン 

ズの議論を引き 継いで多くの 成果を生んできた． 

そして 今 ，「企業統治論」として 議論されるに 

至っている・だが ，そこにおける 議論は会社支 

配論の成果を 十分に引き継いだものとはなって 

いないようであ る・ それは，前に 見た よ うに， 

企業統治論における 会社支配論の 総括があ まり 

にも痩せたものでしかないからであ ろう．見落 

とされている 点は次のような 諸点であ る． 

・大企業に実 中 化された巨大な 経済権 力に対す 

る 問題意識 

会社支配論 二 企業権 力論， 

企業統治論 亡 企業権 力統治論 

・経営者支配を 所有の観点でしか 見ていないこ 

と 

・経営者支配だけを 問題として，株式会社革命 

論 に対する注意に 欠くこと 

だれが企業の 権 力を握っているか 

二経営者革命論 

だれのために 権 力を使うか 

二株式会社革命論 

以上のような 会社支配論の 成果に立った 企業 

統治論は ， よ り豊かな内容を 持ち， より豊かな 

成果を生むことができるに 違いない． 

企業統治論が 問題にされてきた 理由は，株主 

の発言の増大，経営者の 不祥事，経営のパフォ 

ーマンスの低下などが 大方の共通項となって い 
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る 

一部とは言え ，企業統治論の 中には，株主に 

よる株主のための 企業統治を主張するものがあ 

る． このような株主主権 論は， 以上見てきた よ 

う に会社支配論の 成果を踏まえたら ，到底出て 

こない議論であ る． 

経営者支配は ，株主の権 利を経営者が 奪って 

いるもので，単に 発言力・発言権 の大小・有無 

の問題であ る， と 理解しているのが 株主主権 論 

であ る．株式会社であ る限り法制度 - ヒは 株主主 

権 であ る．だが， にも関わらず ，現実の大企業 

が経営者支配となっているのは ，株式会社革命 

が起こって，大企業が 株主だけのものではなく 

なっているからであ る． 企業が株主だけのもの 

でなくなったと 同時に，株主が 経営に関する 欲 

求・関心・能力を 失ったからに 他 ならないので 

あ る．企業が株主だけのものであ り，株主の利 

益のために売ったり 買ったりされ ， その影響に 

より従業員が 解雇されたり ，消費者が不利益を 

こうむることをも 是 とするのであ ろうか．支配 

に足るだけの 株式を所有していれば ， どのよう 

な経営をしようと 全く自由だと 言うのであ ろう 

か．専門家でないが 故に経営にタッチできない 

株主が，経営に 容 曝したとき企業はどうなるの 

であ ろうか， 20 世紀の前半に 成立した経営者 

支配を 21 世紀を迎えようとする 今 ，所有者支 

配に戻せというのは ，時計の針を 半世紀以上通 

回しにすることになろう． 

経営者が不祥事を 引き起こしたり ，経営能力 

を欠く よ うになったのは ， 企業が誰のため ，何 

のためにあ るのかが不分明になり ，だだ利益が 

上がりさえすればいい ，企業が存続しさえすれ 

ばいい， とされてきたからではないだろうか・ 

消費者にいかなる 財 ・サービスを 提供するか， 

という企業本来のあ り方を忘れて ，株に土地に 

とバブル経済につっぱしれば 当然生じてくるこ 

と ではないだろうか．株価 かう なぎ登りに上が 

ることは株主が 最も望み ， 喜ぶこ ど ではないだ 

ろうか． 

以上，チェック 機構を株主に 求めるなどとい 

うのは，歴史も 現実も見ていない 議論と言わざ 

るをえまい． 

株主主権 論に対する批判は 以上であ る． だが， 

ステークホルダ 一のための企業統治論にも 単純 

に賛成するわけにはいかない． ステークホルダ 

一のため， というのは，確かに 会社支配論の 大 

きな成果であ る「株式会社革命論」に 立脚する 

ものであ る． しかし， ここには巨大化している 

「会社権 力」の観点がない．各ステークホルダ 

一 がそれぞれ自分の 利益を守ることができれば ， 

この統治は成功となる． だが，発言力が 弱 い ス 

テークホルダー や ，発言権 が小さいステークホ 

ルダ コ もしくは利害関係者であ るにも関わら 

ず発言力のな い ものの利益は 守られるのであ ろ 

うか ．例えば，身障者や 女性，外国人の 雇用問 

題や下請け企業，地域住民などの 利害は，株主， 

債権 者，従業員，消費者の 利害と相反する 可能 

性がきわめて 高いが，前者の 利害を後者のもの 

と 同等に守ることが 現実にあ り ぅ るであ ろうか． 

また，各自が 自分の利益を 追求する機構であ る 

限り， 自然環境は守られるとは 思えない， 企業 

が市場というバスク 環境に適応することこそが 

決定的であ る限り，市場から 漏れるものの 声は 

聞かれないか ，後回しにされよ う ・先にあ げた 

人々がそうだし ， また未だ生まれてきていない 

子孫 や ，購買力を特たぬ 途上国の人々たちの 利 

害に関しては ， ステークホルダー 論で十分とは 

思えない． ステークホルダー 論は，経営者の 権 

力を ( 恐らく民主的な 方法で ) チェック・コン 

トロールすることとなろう． だが，民主的手法 

はその場・その 時の人の利害については 解決で 

きたとしても ，長期的・全体的問題の 解決方法 

としてははなはだ 非力と言わざるをえまい． 

現代大企業の 持つパワーをどう 使うか．企業 

が社会・環境等に 与える巨大な 影響力をどうコ 

、 メトロー か していくのか．経営者支配に 立った 

経営者の権 力をどうチェック・コントロールす 

るかだけの議論は 企業を私的利益追求の 手段と 

してのみ考えており ，現代大企業の 持つ巨大な 

パワ 一に対する注意・ 関心を全く欠いていると 
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会社支配論 経営者革命論 

  

企業統治論 ( 狭義 ) 

企業倫理・経営倫理 

企業統治論 ( 広義 ) 

株式会社革命論Ⅰ企業の 社会的責任論 

企業の社会貢献論 (philanthropy) 

企業市民論 

言わざるをえな い ，それでは企業の 持っ パヮ一 利潤追求」に 代わる新しい 企業像があ って初め 

の 制御はできない・ 現代大企業が 持っ巨大な 権 て ，企業権 力の統治の仕方が 検討可能になるの 

力 ・パワーをど う 使 う のか， ど う 制御するのか であ る． 

が ，環境問題やグローバルに 金融や情報の 巨大 会社支配論は 所有を手がかりとして 企業の支 

化が進展する 現在，最も検討されねばならない 記者を解明するところから 始まった． そして 大 

ことではなかろうか． 企業の性格・あ り方と支配のあ り方，すなわち 

そう把握したとき ，会社支配論と 企業統治論 支配の正当性を 問題提起したのであ る．そして， 

の構図は一段と 広がって見えてくるのであ る・ その役割を企業統治論や 社会貢献論等などに バ 

現代大企業の 性格・あ り方を問い，そのチェッ トンタッチしたのであ る．半世紀以上の 蓄積を 

ク ・コントロールを 問題にするなら ，企業統治 持っ会社支配論の 成果を受けて ，企業統治論は 

論 と同じく近年論議されるようになっている 企 企業倫理や社会的貢献論等などの 隣接の諸領域 

業 倫理・経営倫理 (busine,,ethics),  企業の社 との統合の上で ， 新しい社会の 新しい企業のあ 

全的貢献論 (corporate  phiIanthropy)  ゃ 企業市 0 万，統治のあ り方を展開していくことができ 

民論 (corporatecitizenship) も，すべて実は るであ ろ       

「現代大企業はだれのために ，何をすべきか」 

を 問題としているのであ る．「株主のための 方 ( みと ひろし 横浜国立大学経営学部助教授 コ 


